
令和５年度

焼山浄化センター等維持管理業務委託 

仕 様 書

委託期間 令和 6年 4月 1日 ～ 令和 9年 3月 31日 

十和田市上下水道部下水道課 



焼山浄化センター等維持管理業務委託 仕様書 

（目的） 

第１条 本仕様書は、焼山浄化センター等維持管理業務を円滑に運営するため、その業務に必要な事

項を定める。 

（業務の履行） 

第２条 受注者は、契約書、仕様書、特記仕様書及びその他の指示事項、関係法令の規定に基づき、

能率的、かつ経済的に業務を完全に履行しなければならない。 

２ 受注者は、発注者の指示に従い、相互に協調して業務を円滑に遂行しなければならない。 

３ 受注者は、本仕様書に定めのない事項、及び指示されていない事項についても、業務遂行上、

必要な場合には、良識ある判断に基づいて実施するものとする。 

（業務の期間、習熟準備期間） 

第３条 業務の期間は、令和６年４月１日から令和９年３月31日までとする。また、本業務の契約締

結日から業務開始日の前日までを習熟準備期間とし、前任の受注者より業務の引継ぎ及び

技術指導を受け、業務の遂行に支障をきたさないようにしなければならない。 

（業務対象施設の名称及び所在地） 

第４条 業務委託する施設名称及び所在地は、特記仕様書のとおりとする。 

（業務の内容） 

第５条 業務の内容は、特記仕様書のとおりとする。 

（受注者の要件） 

第６条 受注者は、次の要件を満たす者でなければならない。 

（１）下水道処理施設維持管理業者登録規程（昭和62年建設省告示1348号）第２条の規定による下水

道維持管理業者登録簿に登録されている者。 

（２）第７条から第８条に定める人員を配置できる者。 

（必要とする資格） 

第７条 受注者は、次に掲げる有資格者を配置しなければならない。なお、次の(１)及び(２)について

は、直接的な雇用関係にある従業員の中から配置しなければならない。 

（１）下水道法施行令第15条の３各号に掲げるいずれかの資格を有する者 

（２）酸素欠乏危険作業主任者（労働安全衛生法第14条) 

（３）その他施設の維持管理に必要な資格者 

（総括責任者及び副総括責任者の選任） 

第８条 受注者は、直接的かつ恒常的な雇用関係にある従業員の中から総括責任者及び副総括責任者

を選任し、その旨書面をもって発注者に届出なければならない。なお、本条第５項の規定により

新たに選任したときも同様とする。 

２ 総括責任者は、次の条件を満たす者でなければならない。 

1



（１）下水道法施行令第15条の３各号に掲げるいずれかの資格を有する者 

（２）終末処理場において２年以上の維持管理業務の実務経験を有する者 

３ 副総括責任者は、下水道法施行令第15条の３各号に掲げるいずれかの資格を有する者でなけれ

ばならない。 

４ 発注者は、総括責任者及び副総括責任者について、この業務に著しく不適当と認められるとき

は、選任を取消すことができる。 

５ 受注者は、前項の規定による総括責任者及び副総括責任者の選任の取消し、または受注者の事

由により解任したときは、直ちに後任者を選任しなければならない。 

（総括責任者及び副総括責任者の職務） 

第９条 総括責任者の職務は、次のとおりとする。 

（１）業務を遂行する最高責任者として、業務対象施設において常に業務従事者の指導、監督を適切

に行い、一切の事項を処理すること。 

（２）契約書、仕様書、その他関係書類により業務の目的及び内容を十分理解し、施設の機能及び状

況を把握し、業務の適正かつ円滑な遂行を図ること。また、効率的かつ経済的な運転管理を行う

こと。 

（３）業務従事者の研修等を行い、技能の向上及び事故防止に努めること。 

（４）緊急時に直ちに連絡対処できる状態におくとともに、責任をもって応急措置を講ずること。 

（５）発注者と連絡を密にし、意志の疎通を図るとともに、指示事項を的確に行うことが出来るよう

に業務従事者を指導すること。 

（６）月報、年報等の提出及び総括的な業務を行うこと。 

２ 副総括責任者の職務は、総括責任者が不在のとき、その職務を行うこと。 

（業務従事者の認定及び取消） 

第10条 受注者は、保守点検業務、簡易保守点検業務、定期保守点検業務、マンホールポンプ点検業務

について、直接的な雇用関係にある従業員の中より業務内容に精通し、業務の主旨、目的を十

分に理解し、実施出来る業務従事者を配置し、業務を行なわせること。 

２ 受注者は、業務従事者について氏名、年齢、資格、経験年数、職務分担を記載した書類を提出

し、発注者の承認をうけなければならない。また、その変更を行う場合も同様とする。 

３ 発注者は、業務従事者について、この業務に著しく不適当と認められる者があるときは、承認

を取消すことができる。 

（勤務体制及び緊急時の対応） 

第11条 受注者は、業務の公共性を自覚し、業務上の指示命令に従い、自己の業務に専念し、作業能率

の向上に努めるとともに、協力して維持管理の適正を期さなければならない。 

２ 受注者は、常に各施設の運転及び保守点検に細心の注意を払い、事故災害の発生を未然に防止

するとともに、臨機応変の措置をとらなければならない。 

３ 受注者は、大雨、台風及び地震並びに重大事故等の緊急事態発生に備え、勤務時間以外に業務

従事者の非常招集及び待機に応じられる体制を確立しておくとともに、応急措置に対する準備及

びその対応を行なわなければならない。ただし、この場合の勤務等に係る費用については、本委

託費に含むものとする。 
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（備付け書類及び帳簿） 

第12条 受注者は、業務事項を明らかにするため、次に掲げる書類を常に整理しておかなければなら 

ない。 

（１）委託契約書及び仕様書の写し 

（２）施設の完成図書（一式） 

（３）各種機器の配置及び取扱説明書（一式） 

（４）運転管理業務計画書及び完了報告書 

（５）水質管理業務計画書及び完了報告書 

（６）水質分析試験測定記録表 

（７）各種の月報、年報、記録表及び業務引継ぎ書 

（８）業務従事者名簿（社会保険証及び各種資格証の写し添付） 

（９）業務打合せ簿 

（10）その他、発注者が指示した書類 

 

（提出書類） 

第13条 受注者は、維持管理業務を履行するにあたり、別紙(１)に掲げる書類を期限までに提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により提出された書類について、発注者が必要と認める場合はその内容の修正を求

めることができる。 

 

（書類等の提示） 

第14条 受注者は、発注者から前条に定める書類、または維持管理業務の履行上必要と認められる書類

の提示を求められた場合は、速やかに提示しなければならない。 

 

（予備調査） 

第15条 受注者は、業務を受注したときは、下水道施設及び水質管理の特性等の調査を行い、委託業務

の履行に支障のないように努めなければならない。 

 

（検査及び支払い） 

第16条 受注者は、当該月の業務を完了したときは、月毎に業務完了報告書を翌月５営業日以内に提出

し、発注者の検査を受けなければならない。 

２ 受注者は、前項の検査に合格したときは、６ヶ月毎に発注者へ業務委託料の請求することがで

きる。 

３ 発注者は、前項の請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に業務委託料を支払わな

ければならない。 

 

（委託契約完了後の措置） 

第17条 受注者は、業務の期間が完了、または契約を解除された場合は、貸与された施設等については、

発注者立会いのもとに、速やかに原形に復して返還しなければならない。ただし、業務が継続し

て契約された場合はこの限りではない。 

 

（業務の引継ぎ） 

第18条 受注者は、業務開始日の前日までに、業務の遂行に支障をきたすことのないよう前任の受注者
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から業務の引継ぎ及び技術指導（以下「業務の引継ぎ等」という。）を速やかに受けなければな

らない。また、業務の引継ぎ等は、総括責任者及び副総括責任者が受けなければならない。 

２ 受注者は、前項の業務の引継ぎ等に要する費用を負担するものとする。 

３ 受注者は、業務満了の日以前30日を限度とする期間において、後任の受注者に対し業務の引継

ぎ等を行わなければならない。 

４ 受注者は、業務の期間を通じて引継書を作成しなければならない。引継書に記載する内容は、

次のとおりする。 

（１）総合運転をしたときの機能の発揮状況 

（２）設備、機器の故障、異常等の状態 

（３）計装設備等の調節状況 

（４）運転管理、維持管理を良好に行う上で特有の事項、または留意する事項 

（５）過去に発生した問題、及び対処履歴 

（６）その他、必要な事項 

 

（器具、服装品、消耗品等） 

第19条 事務用器具、機械器具等で、受注者が備えつける以外の業務遂行に必要なものは、発注者が備

えつけるものとする。 

２ 業務従事者が着用する作業服等の服装品は、本委託費に含むものとする。 

３ 業務遂行上、必要な事務用品、一般作業用点検工具、一般清掃用具、一般電動工具、及び消耗

品等（修繕・補修に必要な部品等は除く）は、本委託費に含むものとする。 

 

（委託業務の範囲及び費用負担） 

第20条 受注者の委託業務の範囲及び費用負担は、別紙(２)のとおりとする。 

 

（再委託） 

第21条 受注者は、業務の一部を再委託することができる。 

２ 再委託することができる業務は、別紙(２)のとおりとする。 

３ 受注者は、再委託業者に対して適切な指導、管理のもとに業務を実施しなければならない。 

４ 再委託業者は、十和田市の入札参加資格者である場合は、入札参加停止措置の期間中であって

はならない。 

 

（施設等の使用） 

第22条 受注者は、焼山浄化センターの事務室等の一部を、業務の期間中に発注者の業務に支障ない範

囲において、無償で使用することができる。 

２ 受注者が事務室等を使用しようとするときは、発注者に使用願いを提出し、承認を得なければ

ならない。 

 

３ 使用上における清掃等の管理及び棄損、汚損等の弁償は、受注者の負担とする。 

４ 貸与する備品、支給する薬品等については台帳を作成し、その保管状況を常に把握し、棄損、

盗難、紛失があった場合は、受注者が弁償しなければならない。 

５ 受注者が使用する事務室等の暖房費にかかる費用は受注者が負担すること。また、節水、節電

等には十分配慮すること。 
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（業務従事者の服装） 

第23条 受注者の業務従事者の服装は、次のことを守らなければならない。 

（１）業務従事者は、作業に応じた服装で、常に清潔にし、労働しやすい服装に努めること。 

（２）業務従事者の服装は統一し、発注者の職員と見分けが容易であることとしなければならない。 

（３）業務従事者の服装は、定期的または随時に洗濯を行い、常に清潔な作業服を着用し、名札をつ

けること。 

 

（安全衛生管理） 

第24条 本業務の実施にあたり安全衛生管理には十分留意するものとし、関係法令の安全基準等を遵守

しなければならない。 

２ 危険作業については、有資格者を作業主任者として選任し、その監理のもと複数名で作業を行

わなければならない。また、作業主任者の選任は、あらかじめ発注者へ届け出なければならない。 

 

（施設等の損傷） 

第25条 受注者は、業務委託する施設、設備、及び機器等が損傷した場合は、その原因と施設等に与え

る影響について、速やかに発注者に報告しなければならない。 

２ 受注者は、受注者の責めに帰すべき事由により、業務委託する施設、設備、及び機器等に損傷

を与えた場合、原状復旧する責任を負わなければならない。 

３ 受注者は、業務委託する施設、設備、及び機器等における損傷が、施設等の機能に重大な影響

を与えると予想される場合、責任の所在に関わらず緊急措置を講じなければならない。 

 

（契約の解除） 

第26条 発注者は、受注者が第３条に定める業務の期間において、第６条に定める要件を満たせなく 

なった日から30日を超えて同条に定める要件を満たせないときは、後任の受注者の業務開始日 

の前日をもって契約を解除することができる。 

２ 受注者は、契約解除の日まで業務の引継ぎ等を含め誠実に業務を履行しなければならない。 

 

（変更協議） 

第27条 人件費等の変動に伴う協議は、発注者または受注者から申し出があった場合に行うものとし、

調整方法については、次のとおりとする。 

（１）変動に伴う協議 

変動に伴う協議は、委託上限額（設計価格）積算時に採用した令和５年４月１日付けの青森県

電工単価(以下「電工単価」という。)に対し、当該年度の電工単価の変動率が1.5％を超えた場合

に行えるものとする。変動率は、次により算定する。 

変動率＝（Ｂ-Ａ）／Ａ×100 

Ａ：電工単価（令和５年４月１日付け） 

Ｂ：電工単価（当該年度４月1日付け） 

（２）変更額の算定方法 

発注者は、当該年度の業務委託内容について、変動後の労務単価等により変更後設計価格及び

変更額を算定するものとする。変更額は、次により算定する。 
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・変更予定価格=当初の契約額（税抜）／当初設計価格(税抜)×変更後設計価格(税抜) 

・変更額=変更予定価格(1万円未満切捨)×(1＋消費税率)－現在の契約額(税込) 

（３）変動に伴う協議及び支払い時期 

発注者及び受注者による変動に伴う協議は、当該年度の10月期までに行うものとし、変更額の

精算は、３月期払いにおいて行うものとする。 

 

（協議事項） 

第28条 本仕様書に定めのない事項が生じた場合は、受注者及び発注者の両者が協議の上、決定す 

るものとする。 
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焼山浄化センター等維持管理業務委託 特記仕様書 

 

（業務対象施設の名称および所在地） 

第１条 受注者が業務を履行する場所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）焼山浄化センター            十和田市大字法量字焼山35-7 

（２）焼山第１マンホールポンプ場（十和田橋） 十和田市大字奥瀬字栃久保236 地先 

（３）焼山第２マンホールポンプ場（桂月橋）  十和田市大字奥瀬字栃久保11-179 地先 

※施設概要等詳細は特記別紙(１)のとおり 

 

（業務の内容） 

第２条 委託業務の内容は、次のとおりとする。 

（１）保守点検業務(巡回) 

【業務回数：５２回／年（週１回巡回点検）】 

  焼山浄化センターにおいて、次の内容について週１回巡回し点検等を行うこと。 

① 電気室、または現場での水処理設備、汚泥処理設備、受変電配電設備、建築付帯設備等

の運転調整を行うこと。 

② 機械・電気設備等の保守点検を行うこと。 

③ その他水処理、汚泥処理に必要な保守作業を行うこと。 

（２）簡易保守点検業務(巡回) 

【業務回数：５２回／年（週１回巡回点検）】 

焼山浄化センターにおいて、異常等の確認のため、次の内容について週１回巡回し簡易な

点検等を行うこと。ただし、（１）保守点検業務とは同日に行わないものとする。 

① 稼動状況の確認を行うこと（表示ランプ、窓、扉、換気扇、照明の確認、異音・異臭の

有無） 

② 施設の整理整頓、細目・微細目スクリーン及びし渣脱水機の残渣処分等を行うこと。 

③ 水質分析業務の週試験を行うこと。（特記別紙(５)のとおり）また、放流水質の悪化を

確認した場合は直ちに機能を回復するよう対応すること。 

（３）定期保守点検業務 

【業務回数：１２回／年（月１回点検）及び都度）】 

焼山浄化センターにおいて、次の内容について月１回及び都度の点検等を行うこと。 

① 計画的に１ヶ月毎に外観、油量、ベルト、絶縁抵抗、ボルトの緩み、錆、蓋等について

点検及び清掃等を行うこと。 

② 年１回、放流口の清掃を行うこと 

③ 年１回、構内及び館内清掃を行なうこと。 

④ 非常用発電機の試運転（月１回の無負荷運転、及び年１回の実負荷運転）を行うこと。 

（４）マンホールポンプ点検業務 

【業務回数：１２回／年（月１回巡回点検）×２箇所】 

毎月、運転操作盤内の点検、マンホール内部ポンプの目視点検、通報装置の発報試験等を

行うこと。なお、スカム等の付着物が多いときはその都度清掃すること。また、汚水ポンプ

を引き上げての点検は年１回とする。 

※（１）から（４）に係る保守点検業務等の内容は、特記別紙(２)～(４)及び「下水道施設維持

管理積算要領-終末処理場・ポンプ場-」下水道施設機械・電気保守点検基準を準用する。 
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（５）水質分析業務(精密試験) 

【業務回数：特記別紙(５)のとおり】 

特記別紙(５)の精密試験を行い、処理機能を確認するとともに、発注者に関係書類を提出

する。提出については、環境計量士の計量証明書を添付しなければならない。 

また、放流水の基準については、水質汚濁防止法およびその関係法令に定められた排出基

準に適合するようにしなければならない。 

放流水の排出基準値については下記の数値を目標とする。 

Ｐ Ｈ ５．８～８．６ 

ＢＯＤ １５㎎／ℓ以下 

Ｓ Ｓ ２０㎎／ℓ以下 

（６）草刈業務 

【業務回数：４回／年（おおむね６～９月）】 

除草・草刈・集草作業をすること。また、草刈作業時は、作業主任者を選任し、その指導

のもと作業を行うこと。草刈業務の範囲については、別図(１)草刈範囲図のとおり。 

（７）除雪業務 

積雪(10～15㎝程度)により、除雪車輌で維持管理に支障のないよう場内を除雪すること。

また、除雪作業時は、作業主任者を選任し、その指導のもと作業を行うこと。なお、雪捨て

場については、発注者と協議うえ決定すること。除雪範囲については、別図(２)除雪範囲図

のとおり。 

（８）小修繕の対応 

保守点検等により発見した不良箇所及び故障箇所のうち、手工具、支給品材料等を用いて

現場にて修繕可能なものについては、修繕を行うこと。また、錆、腐食等による剥離、錆防

止等、設備・機器の機能を維持するために局部的な塗装を行うこと。ただし、小修繕にかか

る材料等（本業務の中に含まないもの）については、発注者が負担する。 

（９）異常時の対応 

焼山浄化センター、マンホールポンプ場の警報対応を行うこと。 

施設の故障・異常等がある場合は、すみやかに対応し報告すること。また、下水道法、水

質汚濁防止法による水質検査、修繕、停電作業等のための立会い、および発注者の指示があ

った場合は、臨時に立会わなければならない。なお、本業務にかかる経費は受注者の負担と

する。 

 

（再委託できる業務） 

第３条 再委託できる業務は、前条(５)から(７)の業務とする。 
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№ 提出書類名 添付書類　及び　記載内容 提出時期

1 業務着手届 契約締結後、速やかに

下水道法施行令第15条の３各号に掲げるいず
れかの資格を有する者を証するもの(写)
（例：下水道第３種技術検定認定証）

実務経験証明書（総括責任者）

3 事務室等使用願 契約締結後、速やかに

4 備品等貸与願 契約締結後、速やかに

(１)受託概要に関すること

(２)業務体制に関すること

　・現場組織

　・緊急時の体制

　・業務分担

　・有資格者【資格証(写)添付】

　・業務従事者名簿【社会保険証(写)添付】

(３)業務計画に関すること

　・年間業務計画

　・保守点検業務計画(簡易・定期含む)

　・マンホールポンプ点検計画

　・草刈業務計画

　・除雪業務計画

　・水質分析業務計画

(４)非常時の対応手順に関すること

(５)安全衛生管理に関すること

(６)その他必要事項

(１)保守点検業務報告書(簡易・定期含む)

(２)マンホールポンプ点検業務報告書

(３)草刈業務報告書【夏季４回】

(４)除雪業務報告書【12～３月】

(５)水質分析業務報告書

(６)その他

7 業務完了報告書(年報) （前期分：６月、年報：３月） 年度末

8 月間予定表 実施前月中

9 故障(異常)発生報告書 必要写真などを添付 発生後、速やかに

10 緊急巡回点検報告書 発生後、速やかに

11 その他、必要な書類 発生後、速やかに

別紙(１)　提出書類

2

6 完了報告書(月報) 翌月５営業日以内

契約締結後、速やかに

契約締結後、速やかに

業務計画書5

総括責任者　及び
副総括責任者選任届
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１）業務の範囲 （○：適用、※：再委託ができる業務）

受注者 発注者

焼山浄化センター 簡易保守点検業務 ○

　維持管理業務 保守点検業務 ○

定期保守点検業務 ○

マンホールポンプ マンホールポンプ点検業務 ○

　維持管理業務 水質分析業務（精密試験） ○※

草刈業務 ○※

除雪業務 ○※

小修繕 ○

異常時の対応 ○

汚泥汲取運搬業務 施設清掃で発生した汚泥の汲取運搬 ○ 別途発注

電気設備
　保安管理業務

○ 　 〃

計装設備点検業務 ○ 　 〃

消防設備点検業務 ○ 　 〃

項　目 品　名　等
業務の範囲

備　　考

別紙(２)　委託業務の範囲及び費用負担
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（○：適用）

受注者 発注者

直接経費 事務用品、消耗品 ○

記録用紙類 ○

巡回車輌 ○

点検作業に必要な工具・測定器等 ○

点検作業に使用する潤滑油 ○

汎用品Ｖベルト ○

薬品 水質測定機器及び水質分析試薬 ○

放流水消毒用固形塩素 ○

安全管理器具 業務従事者にかかる作業着及び作業靴等 ○

保護具(ヘルメット・防塵マスク等） ○

携帯用ガス検知器 ○

安全標識関係(ガードコーン・標識等) ○

救急用品等 ○

公共料金等 電気料 ○ ※

電話料(非常通報装置に関するもの) ○ ※

　〃　(巡回用携帯電話に関するもの) ○

水道使用料(機器の冷却・清掃等) ○ ※

軽油(自家発電機用) ○ ※

作業用・車両用等の燃料 ○

灯油(事務室等の暖房用) ○

※ 受注者の不注意により使用料が増額した場合は、受注者の負担とする。

別紙(２)　委託業務の範囲及び費用負担

備　　考
負担区分

品　名　等項　目

２）費用負担の範囲
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十和田橋

桂月橋

場所 名　称 能力 出力 稼働年月 台数 備考

水中汚水ポンプ 0.45㎥/min 3.7kw 平成16年3月 2

通報装置 － FAX 平成16年3月 1

水中汚水ポンプ 0.20㎥/min 1.5kw 平成17年2月 2

通報装置 － FAX 平成17年2月 1

焼山第１

焼山第２

２）マンホールポンプ場

特記別紙(１)　施設及び機器設備一覧

通　称　名

焼山第２マンホールポンプ

焼山第１マンホールポンプ

　処　理　施　設

十和田市大字法量字栃久保11-179地内

十和田市大字法量字栃久保236地内

所　　在　　地
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度
,
圧
力
,
振
動
,
漏
油
,

1
.
異
音
,
温
度
,
圧
力
,
振
動
,
漏
油
,

1
年

1
.
振
動
及
び
騒
音
測
定

　
軸
受
温
度
,
潤
滑
油
の
確
認

　
軸
受
温
度
,
潤
滑
油
の
確
認

2
.
絶
縁
抵
抗
の
確
認

2
.
電
流
値
確
認

3
.
オ
イ
ル
交
換

自
動
弁

電
動
弁

1
.
開
度
の
確
認

1
.
開
度
の
確
認

　
(
全
開
-
全
閉
)

2
.
漏
れ
確
認

2
.
漏
れ
確
認

消
毒
装
置

開
水
路
方
式

1
.
異
音
,
振
動
,
発
熱
の
確
認

1
.
異
音
,
振
動
,
発
熱
の
確
認

　
設
置
水
路

2
.
注
入
量
の
確
認

2
.
注
入
量
の
確
認

活
性
炭
吸
着
塔

上
向
流
式

1
.
漏
れ
の
確
認

2
.
差
圧
の
確
認

脱
臭
フ
ァ
ン

1
.
異
音
,
湿
度
,
振
動
,
圧
力
の
確
認

1
.
異
音
,
湿
度
,
振
動
,
圧
力
の
確
認

1
.
V
ベ
ル
ト
の
張
り
確
認

1
年

1
.
羽
根
の
損
傷
の
確
認

2
.
電
流
値
の
確
認

2
.
オ
イ
ル
交
換

床
排
水
ポ
ン
プ

水
中
ポ
ン
プ

1
.
作
動
,
異
音
の
確
認

1
.
作
動
,
異
音
の
確
認

1
.
排
水
槽
の
確
認

6
ヶ
月

1
.
排
水
槽
内
堆
積
物
除
去

⑻
そ
の
他
の
設
備

⑵
主
ポ
ン
プ
設
備

⑶
最
初
沈
殿
池
設
備

⑷
好
気
ろ
床

⑸
送
風
機
設
備

⑺
脱
臭
設
備

⑹
消
毒
設
備

定
期
保
守
点
検

そ
の
他
、
都
度

逆 止 弁

分
類

特
記
別
紙
(
２
)
　
機
械
設
備
点
検
基
準
表

機
器
名

⑴
沈
砂
池
設
備

バ
ル
ブ

仕 切 弁

設
備
名
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簡
易
保
守
点
検

保
守
点
検

（
１
回
／
週
間
）

（
１
回
／
週
間
）

（
１
回
／
月
）

電
線
路

架
空
電
線
路

1
.
標
識
,
保
護
柵
の
状
況
確
認

1
年

1
.
外
部
,
接
続
部
の
損
傷
,
腐
食
,
過
熱
,

地
中
電
線
路

2
.
電
線
の
高
さ
,
他
の
工
作
物
,
植
物
と
の

　
変
形
ゆ
る
み
の
確
認

母
線

　
隔
離
距
離
の
確
認

3
.
端
末
部
の
腐
食
損
傷
の
確
認

接
地
線

接
地
線

1
.
端
子
箱
の
異
常
の
確
認

1
年

1
.
外
部
,
接
続
部
の
損
傷
,
腐
食
,
過
熱
,

　
変
形
ゆ
る
み
の
確
認

受
電
設
備

断
路
器

1
.
外
観
損
傷
の
目
視
確
認

1
.
外
観
損
傷
の
目
視
確
認

1
.
異
物
の
付
着
確
認

1
年

1
.
外
部
,
接
続
部
の
損
傷
,
腐
食
,
過
熱
,

遮
断
機

2
.
表
示
器
等
に
よ
る
以
上
の
有
無
確
認

2
.
損
傷
,
油
漏
れ
,
及
び
亀
裂
の
確
認

　
変
形
ゆ
る
み
の
確
認

受
電
用
変
圧
器

3
.
指
示
計
,
表
示
灯
類
の
確
認

2
.
付
属
装
置
の
機
能
確
認

避
雷
器

4
.
異
音
,
異
臭
,
振
動
の
確
認

配
電
盤

5
.
空
気
圧
,
油
量
の
確
認

6
.
温
度
の
確
認

配
電
設
備

遮
断
機
,
開
閉
器
類

1
.
外
観
損
傷
の
目
視
確
認

1
.
外
観
損
傷
の
目
視
確
認

1
.
異
物
の
付
着
確
認

1
年

1
.
外
部
,
接
続
部
の
損
傷
,
腐
食
,
過
熱
,

配
電
用
変
圧
器

2
.
表
示
器
等
に
よ
る
以
上
の
有
無
確
認

2
.
損
傷
,
油
漏
れ
,
及
び
亀
裂
の
確
認

　
変
形
ゆ
る
み
の
確
認

コ
ン
デ
ン
サ
類

3
.
指
示
計
,
表
示
灯
類
の
確
認

2
.
付
属
装
置
の
機
能
確
認

ヒ
ュ
ー
ズ
類

4
.
異
音
,
異
臭
,
振
動
の
確
認

保
護
継
電
器

5
.
油
量
の
確
認

そ
の
他
付
属
設
備

6
.
温
度
の
確
認

負
荷
設
備

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

1
.
外
観
損
傷
の
目
視
確
認

1
.
異
音
,
振
動
,
過
熱
,
異
臭
の
確
認

1
年

1
.
外
部
,
接
続
部
の
損
傷
,
腐
食
,
過
熱
,

可
変
速
制
御
装
置

2
.
表
示
器
等
に
よ
る
異
常
の
有
無
確
認

　
変
形
ゆ
る
み
の
確
認

補
助
継
電
器
,
制
御
盤

2
.
付
属
装
置
の
機
能
確
認

電
動
機

3
.
絶
縁
抵
抗
測
定

現
場
操
作
盤

照
明
設
備

機
関

デ
ィ
ー
ゼ
ル

1
.
外
観
の
確
認

1
.
外
観
の
確
認

1
.
外
観
の
確
認
,
保
守
運
転

1
年

1
.
実
負
荷
運
転
の
立
会
い

2
.
清
掃
状
態
の
確
認

2
.
損
傷
,
油
漏
れ
及
び
き
裂
の
確
認

3
.
油
量
の
点
検
確
認

3
.
指
示
計
,
表
示
灯
類
の
確
認

発
電
機

4
.
運
転
確
認
の
立
会
い

5
.
温
度
の
確
認

燃
料
タ
ン
ク

1
.
外
観
,
油
量
の
確
認

1
.
外
観
,
油
量
の
確
認

6
ヶ
月

1
.
水
分
,
ス
ラ
ッ
ジ
の
有
無
確
認

ラ
ジ
エ
ー
タ
ー

1
.
水
温
の
確
認

始
動
用

直
流
電
源
装
置
に
準
じ
る

　
バ
ッ
テ
リ
ー

配
電
盤
類

発
電
機
盤

1
.
表
示
器
等
に
よ
る
異
常
の
有
無
確
認

1
.
異
音
,
過
熱
,
異
臭
の
確
認

1
.
計
器
及
び
表
示
灯
の
確
認

1
年

1
.
汚
損
,
損
傷
,
過
熱
,
ゆ
る
み
及
び

自
動
始
動
盤
,
同
期
盤

2
.
表
示
器
等
に
よ
る
異
常
の
有
無
確
認

　
断
線
の
異
常
確
認

補
助
盤
,
現
場
操
作
盤

2
.
開
閉
器
,
昇
降
装
置
の
作
動
確
認

ダ
ミ
ー
負
荷
装
置

特
記
別
紙
(
３
)
　
電
気
設
備
点
検
基
準
表

設
備
名

機
器
名

⑵
自
家
発
電
設
備

そ
の
他
、
都
度

定
期
保
守
点
検

分
類

⑴
受
変
電
・
動
力
設

備
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簡
易
保
守
点
検

保
守
点
検

（
１
回
／
週
間
）

（
１
回
／
週
間
）

（
１
回
／
月
）

特
記
別
紙
(
３
)
　
電
気
設
備
点
検
基
準
表

設
備
名

機
器
名

そ
の
他
、
都
度

定
期
保
守
点
検

分
類

直
流
電
源
装
置

整
流
器
,
充
電
器

1
.
表
示
器
等
に
よ
る
異
常
の
有
無
確
認

1
.
異
音
､
過
熱
､
異
臭
の
確
認

1
.
電
圧
,
電
流
の
確
認

1
年

1
.
汚
損
,
損
傷
,
過
熱
,
ゆ
る
み
及
び

無
停
電

イ
ン
バ
ー
タ

2
.
表
示
器
等
に
よ
る
異
常
の
有
無
確
認

　
断
線
の
異
常
確
認

　
電
源
装
置

電
源
分
岐
盤

2
.
開
閉
器
類
の
作
動
確
認

切
替
装
置

ミ
ニ
Ｕ
Ｐ
Ｓ

架
空
電
線
路

1
年

1
.
外
観
の
確
認

地
中
電
線
路

2
.
碍
子
の
き
裂
確
認

ケ
ー
ブ
ル
配
線

3
.
取
付
ボ
ル
ト
の
ゆ
る
み
確
認

4
.
ハ
ン
ド
ホ
ー
ル
内
の
点
検
清
掃

指
示
計
器
類

指
示
計

1
.
外
観
の
確
認

1
.
外
観
の
確
認

1
.
ゴ
ミ
,
ほ
こ
り
の
除
去

1
年

1
.
零
点
確
認

記
録
計

2
.
指
示
状
況
の
確
認

2
.
指
示
状
況
の
確
認

2
.
記
録
紙
の
交
換

2
.
清
掃

積
算
計

3
.
イ
ン
ク
,
ペ
ン
部
分
の
清
掃
,
交
換

調
節
計

4
.
ス
ラ
イ
ド
部
の
清
掃
,
給
油

ル
ー
プ
コ
ン
ト
ロ
ー
ラ

演
算
器

警
報
設
定
器

手
動
設
定
器

共
通
機
器
類

電
源
装
置

1
.
外
観
の
確
認

1
.
外
観
の
確
認

1
年

1
.
清
掃

デ
ィ
ス
ト
リ
ビ
ュ
ー
タ
ー

信
号
変
換
器

避
雷
器

現
場
計
装
盤

量
的
計
測
装
置

液
位
計

1
.
外
観
の
確
認

1
.
外
観
の
確
認

1
年

1
.
零
点
確
認

開
度
計

2
.
指
示
状
況
の
確
認

2
.
指
示
状
況
の
確
認

2
.
清
掃

流
量
計

風
量
計

重
量
計

温
度
計

回
転
数
計

情
報
処
理
装
置

表
示
装
置

1
.
外
観
の
確
認

1
.
外
観
の
確
認

1
.
電
圧
,
電
流
の
確
認

出
力
装
置

2
.
室
温
,
湿
度
の
確
認

遠
方
監
視
装
置

そ
の
他
の
制
御
装
置

照
明
設
備

1
.
外
観
の
確
認

1
.
外
観
の
確
認

1
年

1
.
照
明
効
果
,
汚
損
,
損
傷
,
過
熱
,

動
力
設
備

2
.
表
示
灯
の
異
常
確
認

2
.
表
示
灯
の
異
常
確
認

　
ゆ
る
み
,
断
線
の
確
認

自
動
火
災
報
知
設
備

電
話
設
備

外
灯
設
備

⑹
監
視
制
御
設
備

⑺
付
帯
設
備

⑸
計
装
設
備

⑶
制
御
・

　
計
装
用
電
源
設
備

⑷
電
線
路
設
備
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分　析　項　目 備考

採　水　場　所 流入水
最初沈殿池

入口
最初沈殿池

出口
放流水 流入水

検　査　時　期 ２回/年 ２回/月 ２回/年

水温 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

外観 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

透視度 ○ ― ― ○ ○ ○ ―

ＰＨ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ―

ＢＯＤ ― ― ― ― ○ ○ ―

ＳＳ ― ― ― ― ○ ○ ―

大腸菌 ― ― ― ― ― ○ ―

アンモニア性窒素 ― ― ― ― ― ○ ―

亜硝酸性窒素 ― ― ― ― ― ○ ―

硝酸性窒素 ― ― ― ― ― ○ ―

有機体窒素 ― ― ― ― ― ○ ―

Ｎ-へキサン ― ― ― ― ― ○ ―

全窒素※ ― ― ― ― ― ○ ―

全リン ― ― ― ― ― ○ ―

銅 ― ― ― ― ― ― ○

溶解性鉄 ― ― ― ― ― ― ○

亜鉛 ― ― ― ― ― ― ○

溶解マンガン ― ― ― ― ― ― ○

クロム ― ― ― ― ― ― ○

フェノール ― ― ― ― ― ― ○

カドミウム ― ― ― ― ― ― ○

シアン ― ― ― ― ― ― ○

有機リン ― ― ― ― ― ― ○

鉛 ― ― ― ― ― ― ○

六価クロム ― ― ― ― ― ― ○

砒素 ― ― ― ― ― ― ○

総水銀 ― ― ― ― ― ― ○

アルキル水銀化合物 ― ― ― ― ― ― ○

ＰＣＢ ― ― ― ― ― ― ○

トリクロロエチレン ― ― ― ― ― ― ○

テトラクロロエチレン ― ― ― ― ― ― ○

ジクロロメタン ― ― ― ― ― ― ○

四塩化炭素 ― ― ― ― ― ― ○

1.2-ジクロロエタン ― ― ― ― ― ― ○

1,1-ジクロロエチレン ― ― ― ― ― ― ○

シス-1.2-ジクロロエチレン ― ― ― ― ― ― ○

1,1,1-トリクロロエタン ― ― ― ― ― ― ○

1,1,2－トリクロロエタン ― ― ― ― ― ― ○

1.3－ジクロロプロペン ― ― ― ― ― ― ○

ベンゼン ― ― ― ― ― ― ○

チウラム ― ― ― ― ― ― ○

ジマジン ― ― ― ― ― ― ○

チオベンカルブ ― ― ― ― ― ― ○

セレン及びその化合物 ― ― ― ― ― ― ○

ほう素 ― ― ― ― ― ― ○

ふっ素 ― ― ― ― ― ― ○

アンモニア、アンモニウム化合物、
亜硝酸化合物及び硝酸化合物※

― ― ― ― ― ― ○ 計算値

1.4-ジオキサン ― ― ― ― ― ― ○

特記別紙(５)　水質分析業務

精密試験

放流水

週試験

１回/週
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特記別紙(４)　マンホールポンプ場点検基準表

月例点検 年次点検

（１回／月） （１回／年）

着脱式水中 1.異音,振動,圧力,電流値の確認 1.着脱装置の機能確認

　汚水ポンプ 2.槽内の油脂,スカム状況の確認 2.腐食の確認

3.絶縁抵抗の確認

現場操作盤 1.外観(汚損,損傷),過熱の確認 1.絶縁及び接地抵抗値測定

2.計器指示値,表示灯の確認

3.球切れ,断線,ゆるみ,

　　ヒューズの確認

4.自動警報装置,漏電遮断機の

　　作動確認

配管 1.漏水,ジョイント部の確認

自動通報装置 1.異音,振動,過熱の確認 1.取付け機器,プラグインのゆるみ

(NTT回線) 2.破損の確認 2.コネクタ,端子接続部のゆるみ

水位計 1.レベルスイッチによる

　　ポンプ作動確認

2.指示計の零点調整

機器名

⑴汚水ポンプ設備

⑸計装設備

⑵操作制御設備

⑶配管設備

⑷遠方監視
　　操作設備

設備名
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別
図

(１
)　
草

刈
範

囲
図

焼
山
浄
化
セ
ン
タ
ー

除
草

範
囲

（
草

刈
機

）

□
①

2
6
0

1
2
0

□
②

2
2
0

4
0

□
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7
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8
0

□
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2
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□
⑤

6
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7
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□
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2
0

6
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小
計

5
8
4

計
5
8
4
㎡

□
=
a×

c

※
コ
ン
ク
リ
・
タ
イ
ル
上
に
草
が
残
ら
な
い
よ
う
集
草
す
る
。

※
延
べ
草
刈
面
積
は
、
次
の
と
お
り

　
（
面
積
[7
0
4
]×

回
数
[4
]×

草
刈
度
合
[0
.7
5
]）
＝
2
,1
1
2
㎡

面
形
状

番
号

刈
幅

(a
)刈

幅
(b
)延

長
(c
)除

草
面

積

①

②

③

④

⑤

⑥
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図
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草

刈
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図
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費目 工種 単位 数量 金額 摘要

業務委託費

焼山浄化センター等
　維持管理業務

式 1

計

消費税 10%

委託費計

焼山浄化センター等維持管理業務委託総括表【Ｒ６～Ｒ８】



内訳書

費目 工種 職種 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

業務委託費

（1年目）
終末処理場

直接業務費

簡易保守点検業務 回 52

保守点検業務 回 52

定期保守点検業務 回 12

ＭＰ点検業務 回 24

直接業務費計

直接経費

直接経費（率） 式 1

巡回車輌経費 回 104

故障・警報対応 式 7

設備消耗品等 式 1

固形塩素 Kg 14

直接経費計

技術経費 式 1

間接業務費 式 1

業務原価 式 1

諸経費 式 1

業務価格小計（1）

その他

草刈業務 ㎡ 2,112

除雪業務 回 23

水質分析業務 式 1

業務価格小計（2）

業務価格計

業務価格計改め

消費税 10%

業務委託費計

業 務 委 託 費 内 訳 書

焼山浄化センター等維持管理業務委託



内訳書

費目 工種 職種 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

業務委託費

（2年目）
終末処理場

直接業務費

簡易保守点検業務 回 52

保守点検業務 回 52

定期保守点検業務 回 12

ＭＰ点検業務 回 24

直接業務費計

直接経費

直接経費（率） 式 1

巡回車輌経費 回 104

故障・警報対応 式 7

設備消耗品等 式 1

固形塩素 Kg 14

直接経費計

技術経費 式 1

間接業務費 式 1

業務原価 式 1

諸経費 式 1

業務価格小計（1）

その他

草刈業務 ㎡ 2,112

除雪業務 回 23

水質分析業務 式 1

業務価格小計（2）

業務価格計

業務価格計改め

消費税 10%

業務委託費計

業 務 委 託 費 内 訳 書

焼山浄化センター等維持管理業務委託



内訳書

費目 工種 職種 細別 単位 数量 単価 金額 摘要

業務委託費

（3年目）
終末処理場

直接業務費

簡易保守点検業務 回 52

保守点検業務 回 52

定期保守点検業務 回 12

ＭＰ点検業務 回 24

直接業務費計

直接経費

直接経費（率） 式 1

巡回車輌経費 回 104

故障・警報対応 式 7

設備消耗品等 式 1

固形塩素 Kg 14

直接経費計

技術経費 式 1

間接業務費 式 1

業務原価 式 1

諸経費 式 1

業務価格小計（1）

その他

草刈業務 ㎡ 2,112

除雪業務 回 23

水質分析業務 式 1

業務価格小計（2）

業務価格計

業務価格計改め

消費税 10%

業務委託費計

業 務 委 託 費 内 訳 書

焼山浄化センター等維持管理業務委託
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